
申請者 狛江市 必要書類

　
申請書提出※1　

（申請年度の12月15日まで）

作業着手

　　　分筆登記、抵当権抹消、
　　　地目変更、土地境界図、
　　　簡易舗装

【必要に応じて】
変更等承認申請書※2

完了報告書※3　
（申請年度の2月末日まで）

請求書※4

現地確認　
審　　査
決　　裁

交付決定通知書の発行

申請書受付・決裁

変更等承認通知書

完了届受付・決裁

金額確定通知書

支払い手続き

所有権移転登記

※1
・申請書　
・案内図
・公図写し（申請箇所を図示）　
・見積書
・売買契約書（申請者が土地所有者では
　　　　　　　ない場合）

※2
・変更内容を確認できる書類

※3
・完了報告書
・契約書の写し
・領収書の写し
・土地境界図
・工事写真帳
・寄附申請書の写し
・公図写し
・地積測量図の写し
・全部事項証明書の写し

※4
・請求書
・振込口座

申請から助成金支払いのながれ


